
令和４年１０月 21日 

お客さま各位 

福岡信用金庫 

 

代金取立手数料および 

手形・小切手帳発行手数料の改定について 

 

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当金庫では、令和４年１１月に電子手形交換所が設立されることにともないまして

手形・小切手の取扱区分が変更となることから下記のとおり代金取立手数料および

手形・小切手帳発行手数料の見直しを実施いたします。 

ご利用いただいておりますお客さまへは、ご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

記 

 

（１）改定日 

  令和４年１１月２日（水）取引分より新手数料を適用 

以上 


